














要約:保健所の歯科保健がどのように地域保健法に対応していけるか、母子歯科保健事業

を中心に検討した。

地域保健法そのものでは歯科保健の位置づけは保健所法時代と変わりはないが、歯科保健

事業の基盤となっている母子保健の位置づけが大きく変わるのに伴い、歯科保健事業も保

健所と市町村との関係に新たな局面を迎えることになる。その関係は「連携」であり、「分

業」ではない。

地域歯科保健サービスの基本的な方向は、個人の重視、地域特性、一貫した生涯保健であ

り、母子歯科保健事業もこれに対応した改革が望まれる。また、保健所は、「市町村に対

するサービス」を第一義に、地域の歯科保健サービス供給システムの整備を積極的に行っ

ていく必要がある。


